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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波検査装置の超音波探触子から超音波を原子炉圧力容器に送信して前記原子炉圧力
容器の容器貫通部からの前記超音波の反射波を前記超音波探触子で受信し、前記受信した
前記反射波を前記超音波検査装置の表示部に表示する超音波検査方法において、
　受信した前記反射波の強度に基づいて前記原子炉圧力容器の壁面に対する前記容器貫通
部の傾斜角度を求める第１過程と、
　前記傾斜角度を有する、前記容器貫通部の円周方向位置を求める第２過程と、
を備えたことを特徴とした超音波検査方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記超音波が前記原子炉圧力容器の外面から前記原子炉圧力容器に
送信される超音波検査方法。
【請求項３】
　請求項１において、前記第１過程は、受信した前記反射波の最大強度を与える前記超音
波の入射角度を９０度から減算して前記傾斜角度を求める過程を有することを特徴とした
超音波検査方法。
【請求項４】
　請求項１において、前記第２過程は、前記容器貫通部の円周方向位置をθ円周方向、前
記第１過程で求めた前記傾斜角度をθ傾斜、前記原子炉圧力容器と前記容器貫通部の成す
角度の最小値をθMIN としたとき、θ円周方向＝cos-1（－cosθ傾斜／sinθMIN）を計算
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することによって前記傾斜角度に対応する前記円周方向位置を特定する過程を有すること
を特徴とした超音波検査方法。
【請求項５】
　請求項１において、前記第２過程は、予め求められている前記傾斜角度と前記容器貫通
部の円周方向位置との関係から、前記第１過程で求めた前記傾斜角度に対応する前記円周
方向位置を特定することを特徴とした超音波検査方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか一項において、前記容器貫通部に対する前記超音
波検査装置による検査で得られた、受信した前記反射波の断面表示による第１画像と、前
記第１画像の対象断面と同じ前記特定した円周方向位置における断面での前記容器貫通部
の構造の断面を示す第２画像とを合成して前記表示部に表示することを特徴とした超音波
検査方法。
【請求項７】
　請求項６において、前記第１画像における走査面と前記構造の断面の表面位置を一致さ
せ、更に、前記超音波探触子の中心と検査対象の前記容器貫通部内径までの距離を計算し
て、前記構造の断面上での超音波の送信位置を求め、
　受信した前記反射波の断面表示上の送信点位置と、前記構造の断面上での超音波の送信
位置とを一致させて前記合成を行うことを特徴とした超音波検査方法。
【請求項８】
　請求項７において、前記超音波探触子の中心と、検査対象の前記容器貫通部と隣接する
他の前記容器貫通部の内径までの距離を計算し、前記検査対象の容器貫通部と前記他の容
器貫通部との間の距離から、前記計算した距離を減算して、前記検査対象となる容器貫通
部から前記超音波探触子までの距離を計算し、前記構造の断面上での超音波の送信位置を
求めることを特徴とした超音波検査方法。
【請求項９】
　請求項７において、前記検査対象の容器貫通部または前記他の容器貫通部からの反射波
の伝搬距離を測定し、前記伝播距離に基づいて、前記検査対象となる容器貫通部から前記
超音波探触子までの距離を計算し、前記構造の断面上での超音波の送信位置を求めること
を特徴とした超音波検査方法。
【請求項１０】
　超音波探触子と、
　前記超音波探触子を、容器貫通部を有する原子炉圧力容器の外面を走査面として走査す
る走査機構と、
　前記超音波探触子で受信した超音波の反射波の強度に基づいて前記原子炉圧力容器の壁
面に対する前記容器貫通部の傾斜角度を計測する手段と、
を備えた原子炉圧力容器の超音波検査装置。
【請求項１１】
　請求項１０において、前記傾斜角度を有する、前記容器貫通部の円周方向位置を求める
手段を備えた原子炉圧力容器の超音波検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波検査技術に係り、特に検査対象となる部分が原子炉圧力容器の容器貫
通部である場合の超音波検査技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　金属などの固体の非破壊検査方法として、超音波による手法（超音波検査方法あるいは
超音波探傷方法）が従来から一般に用いられている。このうち、原子炉圧力容器の超音波
検査方法として、従来以下のような検査方法が知られている。
【０００３】
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　例えば、特許文献１によれば、原子炉圧力容器の容器貫通部（原子炉圧力容器下鏡に取
付けられた制御棒駆動機構部のスタブ溶接部）の内面に超音波探触子を配置し、貫通部の
内面に水を入れ水浸法により探傷する方法が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２によれば、原子炉炉内炉底部の容器貫通部（制御棒駆動機構のスタブ
溶接部）に炉内すなわち原子炉圧力容器の内側に超音波探触子を配置し、容器貫通部（ス
タブ溶接部）を探傷する方法が記載されている。
【０００５】
　上記に示した例のように、従来の原子炉圧力容器の容器貫通部の超音波検査では、原子
炉圧力容器の容器貫通部の溶接部に対して、水などの接触媒質を介して超音波を伝播させ
る探傷方法が一般的であった。
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２４４０３３号公報
【特許文献２】特開２００５－３００２２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　原子炉圧力容器の容器貫通部における超音波検査対象は、オーステナイト系ステンレス
鋼溶接金属やニッケル基合金溶接部の検査が想定される。
【０００８】
　原子炉圧力容器の容器貫通部に対する従来の超音波検査方法は、検査対象となる容器貫
通部の溶接部近傍に超音波検査装置の超音波探触子を接近させて検査しているため超音波
を効率的に検査対象部に伝播させることができるという利点を持っている。
【０００９】
　しかし、原子炉圧力容器の容器貫通部の内面または、原子炉圧力容器の内面に超音波探
触子を配置するためには、超音波探触子を水中で遠隔走査する必要があるため、超音波探
触子の位置精度を充分に確保した探傷を行うことが困難であるという課題があった。
【００１０】
　さらに、容器貫通部の溶接部表面は、グラインダなどで表面が機械加工で仕上げてある
場合が多く、検査対象表面に粗さやうねりといった形状のばらつきが存在する。そのため
に、特許文献２にあるように、原子炉圧力容器の内側からの超音波検査では、検査対象へ
の超音波の入射効率を一定に保つことができず、検査部位ごとに超音波検査の受信信号に
ばらつきが生じるために検査欠陥の評価が難しくなる場合がある。
【００１１】
　従って、本発明が解決しようとする課題は、原子炉圧力容器の容器貫通部の溶接部の超
音波検査において、超音波探触子の位置精度を極力確保し、且つ、検査対象となる溶接部
表面の形状の影響を低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の超音波検査方法は、超音波検査装置の超音波探触子から超音波を原子炉圧力容
器に送信して前記原子炉圧力容器の容器貫通部からの前記超音波の反射波を前記超音波探
触子で受信し、前記受信した前記反射波に基づくエコーを前記超音波検査装置の表示部に
表示する超音波検査方法において、受信した前記反射波の強度に基づいて前記原子炉圧力
容器の壁面に対する前記容器貫通部の傾斜角度を求める第１過程と、前記傾斜角度を有す
る、前記容器貫通部の円周方向位置を求める第２過程と、を備えたことを特徴とした超音
波検査方法である。
【００１３】
　本発明の原子炉圧力容器の超音波検査装置は、超音波探触子と、前記超音波探触子を、
容器貫通部を有する原子炉圧力容器の外面を走査面として走査する走査機構と、前記超音
波探触子で受信した超音波の反射波の強度に基づいて前記原子炉圧力容器の壁面に対する
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前記容器貫通部の傾斜角度を計測する手段とを備えた原子炉圧力容器の超音波検査装置で
ある。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、原子炉圧力容器の容器貫通部の超音波検査において、原子炉圧力容器
の外面に超音波探触子を配置し、検査対象表面の形状の超音波検査への影響を低減し、且
つ、容器貫通部の形状のうち特に原子炉圧力容器に対する容器貫通部の傾斜角度から超音
波検査装置により検査されている位置（容器貫通部の円周方向位置）を特定することで、
検査範囲の位置精度を確保した超音波検査方法及び装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の目的を達成する実施例による超音波検査方法は、原子炉圧力容器の容器貫通部
に対して超音波検査装置の超音波探触子から超音波を送信し、前記容器貫通部からの反射
波を受信し、前記反射波から圧力容器貫通部を検査する容器貫通部溶接部の超音波検査方
法において、以下の項目を有するものである。
（１）前記原子炉圧力容器の外面に超音波探触子を配置すること。
（２）上記（１）に記載の超音波探触子で送受信される超音波により、前記原子炉圧力容
器の壁面に対する容器貫通部の傾斜角度を測定すること。
（３）上記（２）で測定した前記容器貫通部の傾斜角度から検査位置を評価すること。
【００１６】
　また、本発明の実施例による超音波検査装置は、原子炉圧力容器の容器貫通部に対して
超音波探触子から超音波を送信し前記容器貫通部からの反射波を受信し前記反射波から原
子炉圧力容器の容器貫通部を検査する容器貫通部溶接部の超音波検査装置において、以下
の項目を有するものである。
（４）前記原子炉圧力容器の外面に超音波探触子を配置する超音波送受信手段。
（５）上記（４）に記載の超音波送受信手段で送受信される超音波により、前記圧力容器
の壁面に対する容器貫通部の傾斜角度を計測する手段。
【００１７】
　原子炉圧力容器の容器貫通部の溶接部を検査する場合について、それぞれの項目につい
て説明する。なお、検査対象となる原子炉圧力容器は炭素鋼製（縦波の超音波の音速が約
５９００ｍ／秒）であるものとし、また、水やグリセリン等の中間媒質（縦波の超音波の
音速が約１５００ｍ／秒）を介して、超音波探傷を実施するものとする。
【００１８】
　前記した項目（１）または（４）によれば、従来は原子炉圧力容器または容器貫通部の
内面に超音波探触子を設置して遠隔で走査する必要があったが、原子炉圧力容器そのもの
は通常気中に設置されているため原子炉圧力容器の外面に超音波探触子を設置することに
より、超音波探触子を気中で比較的近い距離で走査することが可能となり、超音波探触子
の位置の把握や制御を容易にすることができる。
【００１９】
　また、原子炉圧力容器の容器貫通部は、沸騰水型原子炉を例にとると、下鏡と呼ばれる
直径６～７メートルの半円形状の構造物が原子炉圧力容器の下部の壁として採用され、そ
の下鏡に直径約２０センチメートル程度の穴（制御棒駆動機構用の貫通部）が設けられて
おり、その個数は１００～２００個程度である。その穴の方向は、いずれも鉛直方向であ
るため、図４に示すように、半円形状をした原子炉圧力容器の下鏡と容器貫通部のなす角
度は、ひとつひとつの貫通部で異なっている。
【００２０】
　例えば図４の模式図を例にとって説明すると、中央部では原子炉圧力容器の下鏡と容器
貫通部はほぼ直角に交差しているが、外周部では原子炉圧力容器の下鏡と貫通部のなす角
度は約４５度となっている。
【００２１】
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　また、あるひとつの容器貫通部においても、その円周方向位置によって原子炉圧力容器
と容器貫通部のなす角度が変化する。図５に、外周部の貫通部の例を模式的に示す。図５
のＡ－Ａ断面は、原子炉圧力容器の下鏡の中央部から外周部へ沿う方向での断面を示して
おり、Ｂ－Ｂ断面はＡ－Ａ断面に直交する方向での断面図を示している。山側部では原子
炉圧力容器（下鏡）と容器貫通部のなす角度が４５度程度であり、反対側の谷側部ではそ
の角度が１３５度程度である。一方、Ｂ－Ｂ断面の中腹部では原子炉圧力容器壁と容器貫
通部がほぼ直角に交差していることがわかる。
【００２２】
　このように、原子炉圧力容器（下鏡）と容器貫通部のなす角度は、２つの要因で決定さ
れる。第１に原子炉圧力容器の下鏡における位置関係（中央部から外周部）である。図６
に示すように、その下鏡における位置関係により、原子炉圧力容器と容器貫通部のなす角
度の最小値と最大値が決定される。第２に容器貫通部における円周方向（谷側部，中腹部
，山側部）である。図７に示すように、円周方向の位置関係により、容器貫通部と原子炉
圧力容器（下鏡）のなす角度は、上述の最小値と最大値の間の値をとることとなる。
【００２３】
　そこで、前記した項目（２）または（５）のように、原子炉圧力容器の外面に設置した
超音波探触子から斜め方向に超音波を送受信することによって、容器貫通部と原子炉圧力
容器（下鏡）の傾斜角度（互いのなす角度）を測定できる。これは、超音波が検査対象部
位の面に対して９０度で送受信する波をほぼ１００％に近いエネルギー効率で反射する性
質を利用したものであり、傾斜している容器貫通部の面に対してちょうど直行する角度で
超音波が送受信された場合の受信信号強度が最も強くなることから、容器貫通部の傾斜角
度を評価することができる。
【００２４】
　また、前記した項目（３）のように、原子炉圧力容器の傾斜角度、すなわち、原子炉圧
力容器の下鏡と容器貫通部のなす角度を測定することで検査位置、すなわち、容器貫通部
のうち円周方向のどの位置の部分を検査しているか、を評価することができる。これは、
図７の例に示したように、容器貫通部の円周方向位置と傾斜角度が一対一に対応すること
から、逆に、測定された傾斜角度から、容器貫通部の円周方向位置を推定できるという原
理を利用したものである。
【００２５】
　また、測定された傾斜角度、すなわち、原子炉圧力容器の下鏡と容器貫通部のなす角度
を超音波検査装置の表示部にて表示するようにしても良い。
【００２６】
　さらに、前記した項目（４）から（５）に記載の超音波検査は、下記の項目による手段
を持つことができる。
（６）（４）から（５）の内容を有する超音波検査装置において、容器貫通部の傾斜角度
を記憶する手段を有することが好ましい。
【００２７】
　上述の項目（６）によれば、図８に示すような、容器貫通部の円周方向位置に対する原
子炉圧力容器の下鏡の壁面と容器貫通部のなす角度（傾斜角度）のマスターカーブや設計
図面を記憶することで、上述の項目（２）または（５）によって測定した傾斜角度から、
検査位置、すなわち、貫通部の円周方向位置のどの部分を検査しているか、を特定するこ
とができる。
【００２８】
　以下、本発明による超音波探傷方法及び装置について、図示の実施の形態により詳細に
説明する。
【実施例１】
【００２９】
　図１は本発明の第１の実施形態で、図示のように、この実施対象である検査対象１０２
（破線内）に対して、原子炉圧力容器（以下、単に圧力容器とも言う。）１０３を介して
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、超音波を入射する超音波検査装置の超音波探触子１０１を圧力容器１０３の外面側に押
し付けて探傷する。検査すべき対象の詳細を、図１の拡大図中に溶接部(網掛け部)１０４
として示す。検査対象となる溶接部１０４は、その表面が曲率を有しており１周にわたっ
てリング状に貫通部を取り囲んだ溶接部となっている。
【００３０】
　実施形態の適用先は、原子炉圧力容器の容器貫通部の溶接部１０４である。沸騰水型原
子炉（ＢＷＲ）の場合は、制御棒駆動機構（ＣＲＤ）のスタブチューブ溶接部や炉内計装
案内管（ＩＣＭハウジング）溶接部等が対象であり、加圧水型原子炉（ＰＷＲ）の場合は
、容器上蓋管台溶接部等が対象として掲げられる。
【００３１】
　また、図１では、ＢＷＲの場合であるため、原子炉圧力容器の下鏡の外面に超音波探触
子を設置する例を示したが、ＰＷＲを対象とした場合は、原子炉圧力容器の上蓋の外面に
超音波探触子を設置することとなり、図の天地が反転されるが同様に適用することが可能
である。
【００３２】
　図２２と図２４を用いて、検査対象１０２（図２２の２２１０に相当する。）とその周
囲の容器貫通部の関係を説明する。図４に示す沸騰水型原子炉の原子炉圧力容器の下鏡の
模式図から、検査対象２２１０とその周囲の容器貫通部の幾何学的な関係は、図２２に示
すように、超音波探触子１０１及び検査対象１０２の中心を通る直線２２０１による断面
が、周辺の容器貫通部（２２０２及び２２０３）の中心を通過する場合と、図２４に示す
ように、超音波探触子１０１及び検査対象２２１０の中心を通り直線２４０１による断面
が、周辺の容器貫通部（２４０２及び２４０３）の中心を通過しない場合とがある。より
一般的な場合は図２４に示す後者の場合であるが、実施例１及び２では説明を簡単化する
ために、図２２に示す前者の例について説明する。図２４に示す場合は、第３の実施例と
して相違点を説明する。
【００３３】
　検査対象１０２に超音波を伝達させるため、超音波探触子１０１が設置される圧力容器
１０３と超音波探触子１０１の間には、音の伝播効率をよくするために、中間媒質として
水やグリセリンといった接触媒質（または、カプラントとも呼ばれる）が塗布または充填
されているものとする。
【００３４】
　超音波探触子１０１は送受信部１０６と接続されており、送受信部１０６は、超音波を
送信するためのパルサー電圧を発信し超音波探触子１０１に送り出す機能や、超音波探触
子１０１で受信された信号を受信する機能を備えている。
【００３５】
　また、超音波探触子１０１は走査機構１０５によって走査面である圧力容器１０３の外
面を１次元的にまたは２次元的に走査される。走査機構１０５は、制御機構１０７により
走査範囲や走査位置（すなわち、超音波探触子１０１の位置）を制御されている。このう
ち、少なくとも走査位置の情報は、送受信部１０６に送られ、走査位置（超音波探触子の
位置）とその位置で受信された信号は組みとなって記録される。
【００３６】
　図９に走査機構１０５の構造の例を示す。超音波探触子１０１を圧力容器１０３の外面
に接触させるために、走査機構１０５は、超音波探触子の押し付け機構９０１を備える。
また、その押し付け機構９０１を所定の検査対象部位まで移動するために、例えば、隣接
する制御棒案内管（以下、単に管とも言う。）９０２をガイドとする回転機構９０３，上
下移動機構９０４、及び所定の方向に超音波探触子を向けるための探触子回転機構９０５
を備えている。このような走査機構１０５により、圧力容器１０３の容器貫通部のうち、
検査対象となっている所定の容器貫通部に対応して、超音波探触子１０１を圧力容器の外
面に押し付けて設置することが可能となる。
【００３７】
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　送受信部１０６で受信され超音波探触子の位置に関する情報とともに記録された受信信
号は、波形または画像として表示部１０８に表示される。ここでは、超音波探触子として
アレイ探触子を用いたフェーズドアレイ法により探傷した場合について、詳細に説明する
。
【００３８】
　図１０を用いて、アレイ探触子によるフェーズドアレイ法について説明する。アレイ探
触子１０１０とは、小さな圧電素子１００１を通常数個から数十個規則的に配列させた探
触子のことであり、広く用いられているものとしては、１方向に矩形の素子を配列したリ
ニアアレイ探触子（１０２０）が知られている。素子の大きさは周波数によって若干変化
するが、およそ０.数 ミリから数ミリである。素子１００１に対して、送信（発振）及び
受信のタイミングを変化させることで様々な超音波ビームを合成する手法がフェーズドア
レイ法である。
【００３９】
　フェーズドアレイ法を使用する場合、アレイセンサ１０１０を構成する素子１００１に
対してあるタイミングのパターン（遅延時間パターン）１００２を設定する。各素子から
発生する波面１００７は合成されて方向１００５に伝播する合成波面１００６となる。合
成面１００６は、点１００４で互いに強め合うため、点１００４は焦点とよばれる。最終
的にアレイ探触子１０１０全体の作る音の分布は、焦点１００４に集束する超音波ビーム
１００３のようになる。フェーズドアレイ法の特徴は、遅延時間パターン１００２を変化
させることで、焦点１００４の深さや、伝播方向１００５を自由に且つ高速に電子的に制
御することが可能な点である。
【００４０】
　次に、図２０を用いて、超音波検査装置の詳細を説明する。超音波検査装置は、アレイ
探触子による超音波探触子１０１，送受信部１０６，制御機構１０７，表示部１０８の構
成例について説明する。送受信部１０６は、遅延時間制御部１０６Ｂ，パルサー１０６Ｃ
，レシーバ１０６Ｄ，データ収録部１０６Ｅ，計算機１０６Ｆ，全体を収納する筐体106A
から構成される。
【００４１】
　フェーズドアレイ法を利用する場合、上述のように、超音波探触子１０１を構成する各
素子に異なったタイミングでパルス信号を与えることで超音波ビームの伝播方向や保焦点
位置を電気的に制御することができる。このタイミングのパターン（遅延時間パターン）
は計算機１０６Ｆにて計算される。このとき、計算に必要なパラメータ、例えば、超音波
の入射角度，屈折角度，焦点の有無及び焦点の位置や深さ等は、例えばユーザによって、
ポインティングデバイスやキーボードを用いて、計算機１０６Ｆに入力される。各素子に
与える遅延時間パターンにしたがって、遅延時間制御部１０６Ｂから遅延時間に相当する
時間だけシフトされたトリガ信号が発生し、アレイ探触子の各素子に対して高電圧パルス
を与えるパルサー１０６Ｃに送られる。パルサー１０６Ｃはアレイ探触子を構成する各素
子と接続されているため、アレイ探触子を採用している超音波探触子１０１は遅延時間パ
ターンによって規定される方向及び焦点位置をともなった超音波ビーム１００３を、検査
対象である圧力容器１０３内に発生させる。検査対象内部または表面に反射源が存在する
場合には、再び圧力容器１０３内を反射された超音波が伝播し、超音波探触子１０１に到
達する。
【００４２】
　このとき、超音波探触子１０１がアレイ探触子であるので、図９を用いて説明したよう
な、走査機構１０５により、検査対象である圧力容器１０３の外表面上を移動させ、検査
対象の広い範囲について超音波検査を行う。ここで、走査機構１０５は、走査手段１０５
の移動を制御する走査手段制御部１０５Ａと、探触子位置を検出する移動量検出部105Ｂ
から構成される。走査手段制御部１０５Ａとしては、例えばモータ及びモータドライブを
用い、移動量検出部としては、エンコーダを用いることができる。
【００４３】
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　超音波探触子１０１に到着した超音波は、超音波探触子の各素子で圧電変換され電気信
号へと変換され、各素子に接続されたレシーバ１０６Ｄに送られる。ここで、素子からの
電気信号は通常非常に微弱であることが多いため、データ収録部１０６Ｅでは、アンプに
より数ボルト程度に増幅された後、アナログデジタル変換を行い、走査機構１０５より提
供される超音波探触子１０１の位置と対応して、受信信号がデジタルデータとして記録さ
れる。
【００４４】
　超音波探触子１０１に対して送受信部１０６により遅延時間パターン１００２の情報が
送られることで、超音波探触子１０１は、例えば扇形１１１のように伝播方向１００５を
変化させて超音波を送受信する。圧力容器の内面１１３及び容器貫通部の内径１１２と、
超音波探触子１０１の位置関係が図１の［探触子の位置関係］に示すような配置である場
合、主に２種類の信号が受信される。第一のエコー１０９は容器貫通部１１２の内径112
からの反射波であり、第二のエコー１１０は圧力容器の内面１１３からの反射波である。
これら２種類のエコーから検査対象となる貫通部の検査位置の健全性（欠陥の有無やその
寸法等）を評価する。
【００４５】
　図１１に本実施例のフローチャートを示す。超音波検査を実施するにあたって、容器貫
通部が複数個ある場合には、検査対象となる容器貫通部を設定する（Ｓ１１０１）。次に
、検査対象となる容器貫通部が検査できるまで走査機構１０５を移動する（Ｓ１１０２）
。次に、押し付け機構９０１で超音波探触子１０１を圧力容器１０３の外面に押し付ける
（Ｓ１１０３）。
【００４６】
　圧力容器外面に押し付けられた超音波探触子１０１からは、複数の方向に超音波が送信
され（Ｓ１１０４Ａ）、反射源が存在する場合にはその角度方向からのエコー（反射波）
が受信される。超音波探触子１０１にアレイ探触子１０１０を用いたので、扇型１１１に
超音波を送受信し、超音波による画像が表示部１０８に表示される。
【００４７】
　超音波探触子１０１で受信される主な信号として、圧力容器内面への垂直方向の超音波
送受信により得られるエコー１１０と、貫通部内面によるエコー１０９がある。これらの
エコーのうち、特に容器貫通部内面によるエコー１０９に注目する。
【００４８】
　図２１Ａから図２１Ｃを用いて、容器貫通部内面によるエコーの種類について説明する
。検査対象となる容器貫通部を各図の２１０３Ａ，２１０３Ｂ，２１０３Ｃとする。圧力
容器と容器貫通部のなす角度θによって、容器貫通部内面によるエコーは３種類に分類す
ることができる。第１は、圧力容器と容器貫通部がほぼ直角をなしている場合(図２１Ａ)
である。このとき、圧力容器内面と容器貫通部内面の交差する領域に送信した２１０１Ａ
によって反射エコーを受信することができる。また、検査対象となる容器貫通部2103Ａに
隣接する容器貫通部２１０４Ａに対しても同様に、圧力容器内面と容器貫通部内面の交差
する領域に送信した２１０２Ａによって反射エコーを受信することができる。ここで、ほ
ぼ直角をなしているとみなせる範囲として、２１０１Ａ及び２１０２Ａがある程度の強さ
で受信できる範囲とすると、制限はおよそプラスマイナス２０度程度となる。
【００４９】
　第２は、圧力容器と容器貫通部がある程度（例えば２０度以上）の角度をなしており、
圧力容器内面と容器貫通部内面が鋭角に交差する領域に対して、超音波検査装置の超音波
探触子２１０５（超音波探触子１０１と同じである。）から超音波２１０１Ｂが送信され
る場合である（図２１Ｂ）。この場合は、図２１Ａの例と同様に、圧力容器内面と容器貫
通部内面が鋭角に交差する領域からの反射波を受信することが期待されるが、受信時の強
度が十分でない可能性があるため検査位置特定のために利用することは困難と考えられる
。一方で、検査対象となる容器貫通部２１０３Ｂに隣接する容器貫通部２１０４Ｂに対し
て直接送信された超音波２１０２Ｂによっても、反射エコーを受信することができるが、
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こちらは反射源に対して直射される超音波であり強度も十分と予想されるので、検査位置
特定のために利用することができる。
【００５０】
　第３は、圧力容器と容器貫通部がある程度（例えば２０度以上）の角度をなしており、
圧力容器内面と容器貫通部内面が鈍角に交差する場合である（図２１Ｃ）。この場合は、
圧力容器内面と容器貫通部内面が鈍角に交差する領域からの反射波を得ることが幾何学的
に困難であるため、検査対象となる容器貫通部２１０３Ｃの内面に直接送信された超音波
２１０１Ｃによって反射エコーを受信することができる。この信号も反射源に直射する超
音波であるため受信感度が十分高いことが予想されるので探傷位置（検査位置と同じであ
る。）特定に利用することができる。また、検査対象となる容器貫通部２１０３Ｃに隣接
する容器貫通部２１０４Ｃに対して、圧力容器内面と容器貫通部内面の交差する領域に送
信した２１０２Ｃによって反射エコーを受信することが期待されるが、受信時の強度が十
分でない可能性があるため検査位置特定のために利用することは困難と考えられる。
【００５１】
　この２種類のエコー（図２１Ａから図２１Ｃにおける２１０１Ａ～Ｃ及び２１０２Ａ～
Ｃ）のうち、いずれかまたは両方を利用して、次のステップ（Ｓ１１０５）で探傷位置を
特定する評価を行う。しかしながらその前の段階として、超音波探触子１０１からの超音
波の伝搬方向が、図２２の断面２２０１内に存在するかを確認する必要がある。すなわち
、超音波探触子１０１を走査機構１０５の探触子回転機構９０５によって、超音波探触子
１０１を回転させ、上述の２種類のエコーのうちの少なくともいずれかの信号が最大位置
となるように、探触子の回転位置を調整する（Ｓ１１０４Ｂ）。
【００５２】
　容器貫通部内面による２種類のエコー（図２１Ａから図２１Ｃにおける２１０１Ａ～Ｃ
及び２１０２Ａ～Ｃ）の少なくともいずれかが最大値を与える場合に、次のステップへと
進み（Ｓ１１０４Ｃ）、これら２種類のエコーを利用して圧力容器と容器貫通部のなす角
度（傾斜角度）を評価し（Ｓ１１０５）、測定された傾斜角度から、検査位置（対象とな
る貫通部の円周方向位置）を特定する（Ｓ１１０６）。なお、Ｓ１１０５及びＳ１１０６
の詳細は後述することとする。
【００５３】
　複数の方向に超音波を送受信した結果、上述の形状に起因するエコー以外にエコーが得
られなかった場合は、特定された検査位置を健全と判断する。また、何か他にエコーが存
在した場合は、欠陥の可能性があると判断する（Ｓ１１０７）。欠陥の可能性を詳細に検
討するために、形状に起因しないエコーに関して、反射波を受信した時間や角度から、反
射源の位置や寸法を評価する（Ｓ１１０９）。健全か否かの最終的な判断は、いくつかの
手法（例えば、周波数や角度，センサの配置位置）による総合判断により決定されること
が一般的であるので、図１１に示したフローチャートでは、欠陥の可能性と、その反射源
の位置及び寸法を評価する点で終了するものとする。なお、Ｓ１１０９の詳細は後述する
こととする。
【００５４】
　ここで、図１１に示したステップ（Ｓ１１０５及びＳ１１０６）について、図２Ａ及び
図１２を用いてその詳細を説明する。図２Ａは、圧力容器及び容器貫通部の形状に起因す
るエコーの受信波形及び画像の例を示す。ただし、図２Ａに示す容器貫通部内面によるエ
コー１０９は、図２１Ｂの２１０２Ｂ、または、図２１Ｃの２１０１Ｃに相当する、容器
貫通部内径に直射するエコーの例である。
【００５５】
　断面表示の図形は、走査軸方向（探傷面に平行な方向）と深さ方向（探傷面に垂直な方
向）の２つの軸によって検査対象の断面図を描画したものである。複数の角度方向に送受
信した超音波をその信号を送受信した方向に描画して表示している。そのため、図１に示
すように、圧力容器の内面１１３とそこからのエコー１１０、及び、容器貫通部の内面
１１２とそこからのエコー１０９は、位置関係を崩さずに表示される。ただし、ここでひ
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とつ注意すべき点がある。超音波はある１方向に送受信したとしても、指向角と呼ばれる
ある広がりを持ってその方向に伝播している。そのため、形状からのエコー（１０９及び
１１０）は超音波の送受信方向に広がりをもって表示される。
【００５６】
　実際の形状と正対している超音波の送受信方向を決めるための方法を図２Ａの［受信波
形］を用いて説明する。受信波形２０７Ａから２０７Ｃは、送受信方向２０１ＡからＣで
の受信波形を示している。時間的に最初に受信される信号２０３は検査対象の表面を意味
するエコーである。時間ゲート２０５及び２０６の間に存在するエコー２０４が形状に起
因するエコーとなる。このとき、伝播時間２０２と検査対象となる材料の音速から伝播距
離を求めることができる。形状に起因するエコー２０４の強度に注目すると、送受信方向
が２０１Ａから２０１Ｃに変化するにつれて、その強度は、２０１Ａと２０１Ｃの中間位
置である２０１Ｂにて極大値をとることがわかる。この極大値をとる方向が、形状に正対
して超音波が送受信されている方向と判断して、送受信方向２０１Ｂに垂直な方向２０１
を容器貫通部の内径の角度と評価する。
【００５７】
　同様に、超音波の送受信方向２０２に対しても、送受信角度を、図２Ａ中の送受信方向
２０２を中心に±の左右両側に変化させて、エコー強度が極大となる送受信方向を圧力容
器内面に正対する方向と判断し、その方向に直交する方向１１０を圧力容器内面の傾斜角
度と評価する。通常、圧力容器内面と探触子の走査面は平行であるため、圧力容器内面の
傾斜角度方向１１０は水平方向となるので、容器貫通部内面の傾斜角度は圧力容器内面の
傾斜角度方向１１０ではなく探傷面を基準とするものとする。
【００５８】
　なお、圧力容器の板厚や探傷面との位置関係（水平）の情報を用いて、超音波探触子
１０１及び表示部１０８の校正のために、圧力容器内面からのエコー（１１０Ａ）及びそ
の伝搬時間（１１０Ｂ）を用いてよい。
【００５９】
　図１２に、管内面への直射超音波(図２１Ｂの２１０２Ｂ、または、図２１Ｃの2101Ｃ)
を用いた場合の位置評価に係るフローチャートを示す。上述のように、圧力容器と容器貫
通部のなす角度（傾斜角度）を超音波により測定する（Ｓ１１０５）。次に、検査の最初
のステップ（Ｓ１１０１）で指定されている検査対象となる容器貫通部の位置から、傾斜
角度の最小値（または最大値）を求める（Ｓ１２０１）。この角度は、例えば、設計図面
（２次元断面）またはＣＡＤデータ（２次元または３次元）を求める事が出来る。最後に
、測定した傾斜角度（θ傾斜）と傾斜角度の最小値(θMIN) を数１に代入して、検査位置
すなわち容器貫通部の円周方向の位置(円周方向の角度として表すと、数１のθ円周方向)
を求める。
【００６０】
【数１】

【００６１】
　なお、数１の中で使用した、θ円周の定義を図１３に示す。θ円周方向は、谷側を０度
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（及びθMINも同様）の定義を図１４に示す。θ傾斜は、圧力容器の法線方向（内面側向
き）を０度とし、容器貫通部の軸方向とのなす角として定義する。
【００６２】
　図１２の処理（Ｓ１２０１とＳ１２０２）は、手計算にて実施することも可能であるが
、実際の検査の場合、検査対象となる機器の図面及び寸法が予め数値化されている場合が
想定される。このように、検査対象の図面に記された形状が数値化されている場合には、
図２５，図２６，図２７に示すステップにしたがって、コンピュータである計算機106Ｆ
を利用して自動的に計算処理を行うことができる。
【００６３】
　まず、検査対象となる容器貫通部（例えば、図２２に示す２２１０）を指定する
（Ｓ２５０１）。次に、検査対象となる貫通部の中心と下鏡全体の中心を結ぶ線分による
断面図（例として、図２２に示す２２２０）から、圧力容器と貫通部のなす角の最小値
θMIN を図面に基づいて出力する（Ｓ２５０２）。具体的には、例えば、図面から手動ま
たは自動的に角度を算出すればよい。次に、傾斜角度の測定値（Ｓ２６０１）を用いて、
貫通部の円周方向位置（θ円周方向）を数１により計算する。円周方向位置が決まること
で、検査対象となる貫通部の中心と超音波探触子１０１の送信位置を結ぶ線分による断面
図（例として、図２２に示す２２０１）を、検査対象全体図面（例として図２２の2250）
及びその図面による寸法に基づいて、出力する（Ｓ２５０４）。最後に、ＵＴ結果と合成
（図２７を用いて詳細を後述）して表示する（Ｓ２７０１）。
【００６４】
　次に、図２６を用いて傾斜角度の測定（Ｓ２６０１）について説明する。この処理は手
動または計算機による自動の処理を選択することができる（Ｓ２６０２）。
【００６５】
　手動を選択した場合の処理（Ｓ２６０３）では、超音波の入射角度に対応する指示手段
（図２Ｂに示す角度カーソル２０１Ｂ）を手動で変化させながら、貫通部内径による信号
の強度の最大値を調べて、強度のピークを与える超音波入射角度を、９０度から減算して
「θ入射角度」とする。
【００６６】
　自動を選択した場合は、自動処理のため最大値を０で初期化（Ｓ２６０４）した後、超
音波の入射角度をＮ通り（通常、Ｎは数十から百程度）、１番目からＮ番目まで変化させ
ながら、貫通部内径によるエコー、すなわち、時間ゲート２０５及び２０６の間に存在す
るエコー２０４の強度を測定し記録する（Ｓ２６０５）。それぞれの角度に対する強度と
最大値と比較することで最大値を検索し（Ｓ２６０６及びＳ２６０７）、最終的に、強度
の最大値を与える入射角度を９０度から減算して「θ傾斜角度」とする（Ｓ２６０９）。
【００６７】
　次に、図２７を用いて傾斜角度の測定（Ｓ２７０１）について説明する。本処理の最終
目的は、超音波探傷結果における超音波探触子１０１の走査面と、検査対象の断面図（図
２２の線分２２０１による断面図）の位置を一致させて表示することにある。
【００６８】
　まず、探傷結果における走査面（図１５Ａに示す１５１０）と検査対象の断面図の表面
位置（図１５Ａに示す１５２０）を一致させる（Ｓ２７０２）。次に、検査対象となる容
器貫通部内径の傾斜角度（θ傾斜角度）において、超音波探触子１０１の中心と容器貫通
部内径（図１５Ａに示す１５３０）までの測定値から、貫通部内径端から超音波探触子ま
での距離を数３により計算し、断面図上の送信位置（図１５Ａに示す１５２５）を求める
（Ｓ２７０３）。数式における各記号文字は図３１に示す内容を表す。探傷結果上の送信
点位置（図１５Ａに示す１５１５）と、先程計算により求めた断面図上の送信位置（図
１５に示す１５２５）を一致させる。
【００６９】
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【数２】

【００７０】
【数３】

【００７１】
　これらの処理により、上下左右方向ともに両図面の位置合わせが終わり、図の重ね合わ
せ方法が一意に定まったので、手動での微調整が必要かを合成画像にて確認し（Ｓ2704）
、必要に応じて微調整を実施した後（Ｓ２７０５）、探傷結果と断面図を重ね合わせて合
成図（例として、図１５（Ｃ））を表示する。
【００７２】
　上述の説明は、検査対象となる容器貫通部２１０３Ａ～Ｃとそれに隣接する貫通部
２１０４Ａ～Ｃの関係が、図２１Ｃに相当する場合、すなわち、検査対象となる容器貫通
部と容器貫通部の傾斜を測定するための超音波の反射面を提供した容器貫通部が一致して
いる場合である。
【００７３】
　他の場合の説明として、検査対象となる容器貫通部と容器貫通部の傾斜を測定するため
の容器貫通部が必ずしも一致していない場合で、かつ、隣接する容器貫通部内面からの直
射エコーを利用する場合について説明する。この場合の特徴は、超音波探触子から見て、
検査対象となる容器貫通部と圧力容器が鈍角に交差しており、検査対象となる容器貫通部
の内面からの直射エコーの受信が困難な場合に相当する。
【００７４】
　図１５Ｂに、検査対象となる容器貫通部に隣接する容器貫通部の位置関係の例を示す。
図１５Ａと同様に、超音波探触子１０１の中心と、検査対象である容器貫通部２２１０と
隣接する容器貫通部２２０３の内径までの測定値から、容器貫通部内径端から超音波探触
子までの距離（図１５Ｂに示すｒ）を数３により計算する。その後、検査対象の図面等で
指示されている、検査対象となる容器貫通部２２１０とそれに隣接する容器貫通部2203の
内径端から内径端までの距離（図１５Ｂに示すＲ）から、先程算出した隣接する容器貫通
部内径端から超音波探触子までの距離（ｒ）を減算し、検査対象となる容器貫通部2210の
内径端から超音波探触子１０１までの距離１５３０Ｂを計算し、超音波の送信位置とする
。この送信位置を用いて、図２７に示すフローチャートに基づいて、探傷画面と断面図を
重ね合わせる。
【００７５】
　また、図１５Ｃには、検査対象となる容器貫通部と容器貫通部の傾斜を測定するための
容器貫通部が必ずしも一致していない場合で、かつ、検査対象及び隣接する容器貫通部と
、圧力容器の交差する領域からのエコーを利用する場合について説明する。この場合の特
徴は、容器貫通部がほぼ垂直に圧力容器と交差している場合である。
【００７６】
　圧力容器内面と容器貫通部内面の交差する領域からの超音波（図２１Ａの２１０１Ａ及
び２１０２Ａ）を利用する場合には、図１５Ｃに示すように、検査対象の貫通部2303Ａま
たは隣接する貫通部２３０４Ａと圧力容器の交差する領域からのエコーの伝搬距離（Ｗま
たはＷ′）を測定し、数４または数５を用いて、容器貫通部内径から超音波探触子１０１
の送信位置までの距離を測定し、探傷結果と断面図を合成するものである。
【００７７】
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【数４】

【００７８】
【数５】

【００７９】
　数４を利用する場合は、算出された距離をそのまま用いればよいが、隣接する容器貫通
部を利用する場合、すなわち、数５を利用する場合には、図１５Ｂを用いて説明した上述
の場合と同様に、両容器貫通部の内径端の距離（図１５Ｃに示すＲ）から、数５による計
算結果を減算することで所望の値、すわなち、検査対象となる容器貫通部内径と探触子の
送信位置までの距離を得ることができる。
【００８０】
　このように、検査対象となる容器貫通部が特定されている状況においては、超音波によ
って測定された圧力容器との容器貫通部の傾斜角度から、容器貫通部の円周方向での検査
位置（円周方向位置）を特定することができ、通常厚板材のため従来どの部分を検査して
いるのかを判断することが難しかった圧力容器内側の溶接部に対して、どの部分を検査し
ているかという検査位置を特定することができる。
【００８１】
　本実施例の説明の最後に、図１１に示したステップ（Ｓ１１０９）について、図１５Ａ
及び図１９を用いてその詳細を説明する。図１９は、圧力容器の外面から超音波検査した
場合の探傷画像例であり、図１９はＳ１１０９の詳細を表したフローチャートである。図
１９に示すように、フローは、探傷で得られた画像の表示（Ｓ１９０１）と、断面図との
重ね合わせ（Ｓ１９０２）、反射源位置及び寸法の測定（Ｓ１９０３）の３つのステップ
から構成される。以下、探傷画像の例を使って説明する。
【００８２】
　図１５Ａ（Ａ）に探傷画像の模式図を示す。これまで説明したように、エコー１０９は
、貫通部の内径からのエコーである。エコー１０９を最も強くとらえることができる送受
信の方向（角度）２１０Ｂに直交する方向２１０として、圧力容器と容器貫通部のなす角
度（傾斜角度）が求められる。図１５Ａ（Ｂ）に探傷画像の例を示す。図１５Ａ（Ｂ）に
おいて観察される３つのエコー（１５０１～１５０３）のうち、エコー１０９に該当する
ものはエコー１５０１である。このエコー１５０１を最も強くとらえる送受信角度1507に
直交する方向として、傾斜角度を求めることができる。この傾斜角度と設計時の図面から
、検査対象部の断面画像１５０４を作成し、探傷画像に重ねて表示する。
【００８３】
　このように、少なくとも形状に起因するエコーを含んだ探傷結果を検査対象の図面（断
面画像）と合成し比較することで、例えば、エコー１５０３は、断面図の圧力容器の内面
側から溶接部表面の輪郭線とほぼ一致することから、溶接表面（曲面部）近傍の形状エコ
ーであることがわかる。一方、エコー１５０２は、溶接部の中央部に存在することが分か
るので、この反射源が欠陥あるいはその先端である可能性が高いことが分かる。また、こ
の探傷画像と設計図面の重ね合わせによって、反射源（エコー１５０３に相当）の溶接表
面からの深さ１５０６や、圧力容器外面（探傷面）からの深さ１５０５を測定することが
でき、反射源が欠陥であった場合に、欠陥の進展を考慮した安全性の評価に利用すること
ができる。本例は、図１５Ａを用いて説明したが、図１５Ｂ及び図１５Ｃの場合に関して
も、同様の比較検討を実施することができる。
【００８４】
　以上、本発明の第１の実施例においては、圧力容器外面に超音波探触子を設置し、圧力
容器と貫通部のなす角度（傾斜角度）を測定することで、超音波検査の検査位置を特定し
、その結果、設計図面と比較することによって、反射源の位置や寸法を測定する方法及び
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装置を提供することができる。
【実施例２】
【００８５】
　図３は本発明の第２の実施形態で、図示のように、この実施対象である検査対象１０２
（破線内）に対して、圧力容器１０３を介して、超音波を入射する超音波探触子１０１を
圧力容器１０３の外面側に押し付けて探傷する点は第１の実施形態と同じである。
【００８６】
　第２の実施形態が第１の実施形態と異なる点は、超音波検査装置に、図面データベース
３０１，記憶部３０２，演算部３０３，出力部３０４、が備わっている点である。記憶部
３０２には、図８に示すような、貫通部における円周方向と、圧力容器と貫通部のなす角
度（傾斜角度）に関する関係（マスターカーブ）が記憶されている。マスターカーブ作成
にあたって、図面データベース３０１に記憶されている情報を用いてもよい。
【００８７】
　計算機として採用したコンピュータによる演算部３０３において、超音波により測定さ
れた傾斜角度とマスターカーブを比較演算することによって、検査位置を特定する。特定
した検査位置は、出力部３０４に角度として、または、図面データベース３０１に記憶さ
れている図面情報を利用して図面として表示してもよい。このような比較演算の機能を先
の実施例１の送受信部の計算機１０６Ｆに担わせても良い。
【００８８】
　なお、記憶部３０２に記憶されているマスターカーブは、容器貫通部における円周方向
と、圧力容器と容器貫通部のなす角度（傾斜角度）が理論的に１対１に対応した関係にな
っているので、図８に示すように、測定値（Ｙ軸）とマスターカーブの交点からＸ軸に垂
線を下ろすことによって検査位置（円周方向の角度）を求めることができる。
【００８９】
　なお、本実施例において、検査位置の特定に関してマスターカーブを利用する点以外は
、第１の実施形態に同じである。
【実施例３】
【００９０】
　図１６を用いて、本発明の第３の実施形態を説明する。第３の実施例が第１または第２
の実施例と異なる点は、第３の実施例では、図２４に示すように、超音波探触子１０１及
び検査対象２４１０（検査対象１０２と同じ。）の中心を通り直線２４０１による断面が
、周辺の容器貫通部（２４０２及び２４０３）の中心を通過しないという点である。この
ような状況は、例えば、検査実施対象が、図１６に示したように、容器貫通部１６０１を
中心として、貫通部１６０１を取り囲む円周（１６１０）に沿って超音波探触子１０１を
走査させながら溶接部を検査する場合に、一般的に発生する。
【００９１】
　超音波検査装置の探触子１０１によって検査対象１６０１のどの部分を検査しているか
を明確にすることで検査対象部位を特定する必要がある。すなわち、検査対象部位を特定
するには、検査対象１６０１における容器貫通部の円周方向位置及び、容器貫通部から探
触子１０１の距離が明確になれば、検査対象の位置を特定することができる。
【００９２】
　特に、検査対象となる機器の図面が存在するなどの理由で、検査対象全体（図２４）の
うちから検査対象の容器貫通部(図２４においては２４１０、図１６においては１６０１)
が特定できている場合には、検査対象となる容器貫通部１６０１に対する超音波探触子
１０１の位置関係を特定するには、検査対象となる容器貫通部１６０１以外のいずれかの
容器貫通部（本実施例の場合は１６０２）に対する超音波探触子１０１の位置関係が特定
され、探触子１０１の位置が特定されればよい。実施例１には、検査対象以外の容器貫通
部を利用する例のうち、特別な場合として、検査対象となる貫通部とそれ以外の隣接する
容器貫通部が、超音波探触子１０１を含んで１直線上に並ぶ場合（図２１Ａ～Ｃ及び図
２２参照）について説明した。
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【００９３】
　第３の実施形態では、検査対象の容器貫通部１６０１の検査位置を評価するにあたって
、容器貫通部１６０１に隣接する別の容器貫通部１６０２の傾斜角度を利用するために超
音波探触子１０１の超音波送信方向を変化させることが特徴である。
【００９４】
　隣接する容器貫通部１６０２に対して、圧力容器と容器貫通部１６０２のなす角（傾斜
角度）を求める手段，方法，手順は、第１及び第２の実施形態と同様である。
【００９５】
　なお、図１６に示す容器貫通部１６０１は、容器貫通部１６０２と比較して貫通部の径
の細い場合について図示しているが、容器貫通部１６０１と隣接する容器貫通部、すなわ
ち、傾斜角度を測定する対象となる容器貫通部１６０２の径が同じ場合でも以降の説明は
同様に成立する。
【００９６】
　本発明の実施例３の作業フローを図３０に示す。なお、初期のフローは図１１に示す内
容と同様であるので、途中のステップからのみ記載してある。
【００９７】
　超音波検査を実施するにあたって、検査対象となる容器貫通部が複数個ある場合には、
検査対象となる容器貫通部を設定する（Ｓ１１０１）。次に、検査対象となる容器貫通部
１６０１を検査するにあたって、検査対象となる容器貫通部近傍まで走査機構１０５を移
動する（Ｓ１１０２）。次に、押し付け機構９０１で超音波探触子１０１を圧力容器103
の外面に押し付ける（Ｓ１１０３）。
【００９８】
　圧力容器外面に押し付けられた超音波探触子１０１からは、複数の方向に超音波が送信
され（Ｓ３００１）、反射源が存在する場合にはその角度方向からのエコー（反射波）が
受信される。
【００９９】
　本実施例では、図１６～図１８に示すように、検査対象となる容器貫通部と、検査位置
（すなわち、探触子の位置と方向）を特定するための容器貫通部、及び超音波探触子101
の３点が同一直線上にないために、検査対象部の探傷を実施する前に、検査位置を特定す
る必要がある。
【０１００】
　検査位置を特定するために、図１７及び図１８に示すように、超音波探触子１０１から
の超音波ビームの送信方向を回転させ、検査位置を特定するための容器貫通部１６０２に
向けて超音波の送信方向を変化させる必要がある（Ｓ３００２）。このとき、超音波ビー
ムの送信方向の回転手段として、例えば、図２８に示すような機械的な方法（図９の905
に示した機械的な回転機構を利用）を用いてもよいし、図２９に示すような、超音波探触
子を２次元のアレイ状にしたマトリクス型のアレイ探触子により電子的に送信方向を回転
させてもよい。
【０１０１】
　なお、機械的な方法の場合、超音波の送信方向を変化させるためには、回転機構９０５
を用いて探触子２８０１そのものを物理的に回転することで、所望する送信方向２８１０
を得ることができる。また、電子的な方法の場合は、マトリクス状のアレイ探触子2901を
構成する各素子と送信方向の基準となる焦点２９１０の座標から、両点の距離を伝搬する
時間を計算し、マトリクス状アレイ探触子２９０１の各素子から発せられた超音波が同時
に焦点２９１０に到達するように、各素子に対して時間的な遅延を与えることで、送信方
向を制御することができる。通常、電子的な送信方向の制御機能は、図２０に示すシステ
ム構成例の送受信部で実現することが可能である。
【０１０２】
　このように超音波送信方向を回転させることで、図１７に示すように、本来であれば検
査対象となる容器貫通部１６０１と超音波探触子１０１の送信位置を通過する線分1701に



(16) JP 4096014 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

よる断面図１７１０が、超音波探触子から見て、圧力容器と貫通部のなす角度が鈍角とな
り貫通部内径面からの直射エコーの受信が困難な場合であっても、図１６のように、超音
波の送信方向を「θ回転」（１６２０）だけ回転させることで、図１８に示すように、隣
接する貫通部の中心と超音波探触子１０１の送信位置を通過する線分１８０１による断面
図（１８１０）が図１５Ａで示す例と同様の断面を得ることができ、実施例１と同様の方
法により検査位置を特定することができる。
【０１０３】
　実施例１においては、検査対象となる貫通部と検査位置特定のための容器貫通部が同一
断面上に存在したが、本実施例では、これらの容器貫通部は超音波探触子と同一面内に同
時には存在できないため、検査位置を特定するために用いたエコー（図２１Ａから図21Ｃ
における２１０１Ａ～Ｃ及び２１０２Ａ～Ｃ）は、図２３に示すように、それぞれ2301Ａ
，２３０２Ｂ，２３０１Ｂとなる。
【０１０４】
　これらの信号のいずれかを利用して、次のステップ（Ｓ３００５）で探傷位置を特定す
る評価を行う。しかしながらその前の段階として、超音波探触子１０１からの超音波の伝
搬方向が、図１６の断面１８０１内、すなわち、超音波探触子１０１の入射点と、検査位
置を特定するための隣接する貫通部２４０３の中心を通過する線分による断面に存在する
かを確認する必要がある。
【０１０５】
　超音波探触子１０１を走査機構１０５の探触子回転機構９０５または２次元的に配列さ
れたアレイ探触子２９０１よって、超音波探触子１０１の超音波送信方向を回転させ、上
述のエコー信号が受信できているか（Ｓ３００３）、また、受信できているようであれば
最大強度位置となっているか（Ｓ３００４）を確認しながら、超音波の送信方向を回転に
より調整する。
【０１０６】
　容器貫通部内面によるエコー（図２３の２３０１Ａ，２３０２Ｂ，２３０１Ｃ）のいず
れかが最大値を与える場合に、次のステップへと進み（Ｓ３００５）、これらのエコーを
利用して圧力容器と容器貫通部のなす角度（傾斜角度）を評価し（Ｓ１１０５）、測定さ
れた傾斜角度から、検査位置（対象となる貫通部の円周方向位置）を特定する（Ｓ3006）
。なお、これらのＳ３００５及びＳ３００６の詳細は実施例１と同様である。
【０１０７】
　超音波探触子１０１の位置を特定した後に、上述の機械的または電子的な手法によって
、検査対象となる容器貫通部に向けて超音波の送信方向を回転させ、当該溶接部を探傷す
る。このとき、健全部の判定（Ｓ１１０７～Ｓ１１０９）についても実施例１と同様であ
る。
【０１０８】
　本実施例の場合においても、実施形態１に記載の方法によって容器貫通部１６０２との
位置関係（円周方向位置）が特定されることから、超音波探触子１０１は断面１７０１
（または１８０１）の線上に存在するということが特定できる。また、図１５Ａの容器貫
通部内径からのエコー１０９までの距離１５０８から、隣接する容器貫通部１６０２と超
音波探触子１０１の距離を求めることができる。
【０１０９】
　以上のことから、実施形態１に記載の貫通部に対する超音波探触子の位置関係を特定す
る方法を用いることで、検査対象となる容器貫通部に隣接する容器貫通部を基準とするこ
とで超音波探触子の位置を特定することができ、本発明の第３の実施例においては、圧力
容器外面に超音波探触子を設置し、圧力容器と容器貫通部のなす角度（傾斜角度）を測定
することで、検査対象となる容器貫通部と、隣接する容器貫通部及び、超音波探触子の３
点が同一直線上に存在しない場合においても、超音波の送信方向を回転させることによっ
て、隣接する容器貫通部を基準として検査位置を特定し、その結果、設計図面と比較する
ことによって、反射源の位置や寸法を測定する方法及び装置を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の第１実施例に係る超音波探傷装置の構成図である。
【図２Ａ】本発明の第１実施例に係る受信波形及び探傷図形の説明図である。
【図２Ｂ】本発明の第１実施例に係る受信波形及び探傷図形の説明図である。
【図３】本発明の第２実施例に係る超音波探傷装置の構成図である。
【図４】本発明の実施の対象である貫通部の説明図である。
【図５】本発明の実施の対象である貫通部の説明図である。
【図６】本発明の実施の対象である貫通部において圧力容器下鏡における貫通部の位置と
圧力容器下鏡と貫通部のなす角度の説明図である。
【図７】本発明の実施の対象である貫通部において貫通部における円周方向と圧力容器下
鏡と貫通部のなす角度の説明図である。
【図８】本発明の第２の実施例によるマスターカーブの説明図である。
【図９】本発明の実施例による圧力容器外面の走査機構の構成例である。
【図１０】本発明の実施例によるアレイ探触子及びフェーズドアレイ法の説明図である。
【図１１】本発明の第１の実施例によるフローチャートである。
【図１２】本発明の第１の実施例によるフローチャートである。
【図１３】数１に用いられる変数の説明図である。
【図１４】数１に用いられる変数の説明図である。
【図１５Ａ】本発明の実施例による探傷結果例の説明図である。
【図１５Ｂ】本発明の実施例による探傷結果例の説明図である。
【図１５Ｃ】本発明の実施例による探傷結果例の説明図である。
【図１６】本発明の第３実施例の説明図である。
【図１７】本発明の第３の実施例の説明図である。
【図１８】本発明の第３の実施例の説明図である。
【図１９】本発明の第１の実施例によるフローチャートである。
【図２０】本発明の装置構成の説明図である。
【図２１Ａ】本発明の第１の実施例の説明図である。
【図２１Ｂ】本発明の第１の実施例の説明図である。
【図２１Ｃ】本発明の第１の実施例の説明図である。
【図２２】本発明の第１の実施例の説明図である。
【図２３Ａ】本発明の第３の実施例の説明図である。
【図２３Ｂ】本発明の第３の実施例の説明図である。
【図２３Ｃ】本発明の第３の実施例の説明図である。
【図２４】本発明の第３の実施例の説明図である。
【図２５】本発明の第１の実施例によるフローチャートである。
【図２６】本発明の第１の実施例によるフローチャートである。
【図２７】本発明の第１の実施例によるフローチャートである。
【図２８】本発明の第３の実施例の説明図である。
【図２９】本発明の第３の実施例の説明図である。
【図３０】本発明の第２の実施例によるフローチャートである。
【図３１】数２における各記号文字の定義説明図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０１…超音波探触子、１０２…検査対象、１０３…圧力容器、１０５…走査機構、
１０６…送受信部、１０７…制御機構、１０８…表示部、１０９…貫通部内径からのエコ
ー。
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【図２Ｂ】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５Ａ】 【図１５Ｂ】
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【図１５Ｃ】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１Ａ】

【図２１Ｂ】

【図２１Ｃ】
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【図２２】 【図２３Ａ】

【図２３Ｂ】

【図２３Ｃ】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】
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